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裁判員経験者と法曹三者の意見交換会 

 

日 時 平成３１年１月８日（火）午後１時３０分から午後３時３０分まで 

場 所 千葉地方裁判所大会議室（新館１０階） 

参加者等 

 司会者 松 田 俊 哉 （千葉地方裁判所刑事第３部判事） 

 裁判官 髙 橋 正 幸 （千葉地方裁判所刑事第３部判事） 

 裁判官 清 水 拓 二 （千葉地方裁判所刑事第３部判事補） 

 検察官 西 村 圭 一 （千葉地方検察庁検事） 

 検察官 栃 倉   信 （千葉地方検察庁検事） 

 弁護士 中 井 淳 一 （千葉県弁護士会所属） 

 弁護士 野 村 真莉子 （千葉県弁護士会所属） 

 １番 補充裁判員経験者 

 ２番 裁判員経験者 

 ３番 裁判員経験者 

 ４番 裁判員経験者 

 ５番 補充裁判員経験者 

 ６番 裁判員経験者 

 ７番 裁判員経験者 

 ８番 裁判員経験者 

議事要旨 

 別紙のとおり 
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（別紙） 

【司会者】 

 本日は裁判所にお越しいただき，誠にありがとうございます。私は，千葉地方裁判

所の刑事第３部で裁判長をしております松田と申します。よろしくお願いいたしま

す。裁判員制度は，平成２１年５月に始まりまして，今年５月でちょうど１０周年を

迎えます。私は，裁判員制度が始まってからほとんどの期間，裁判員裁判に関わって

おります。これまでにこの千葉地裁を含めて４つの地方裁判所で８０件以上の裁判

員裁判を担当いたしました。この意見交換会は，裁判員や補充裁判員として実際に

裁判に参加された方々から参加した御感想や御意見を伺い，それを生かしてよりよ

い裁判にしていこう，またこれから裁判員や補充裁判員になられる方には，参加す

る上で不安等があると思いますけれども，そうしたものを少しでも解消していただ

こうという趣旨で開催しております。こういう次第ですので，是非率直な御意見，御

感想をお話しいただきたいと思います。それでは，ほかの法曹の出席者の方々から

も一言ずつ自己紹介をしていただけますか。 

【髙橋裁判官】 

 裁判官の髙橋と申します。私も裁判員裁判始まって以降，裁判員裁判に関わらせ

ていただきました。本日は，皆様からいろいろと御意見をいただいた上で，今後の裁

判員裁判に生かしていきたいと思っておりますので，よろしくお願いいたします。 

【清水裁判官】 

 千葉地裁裁判官の清水と申します。本日は，お忙しい中御参加いただき，ありがと

うございました。私も今，裁判員裁判をふだん担当しておりまして，日々裁判員，補

充裁判員の皆様に考えさせられ，刺激をいただきながら仕事をさせていただいてお

ります。今日の意見交換会につきましては，皆様からいろんな意見をいただいて，そ

れを今後に生かしていきたいと思っておりますので，どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

【西村検察官】 
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 検察官の西村と申します。私は，ここ５年ぐらい裁判の部署に勤務しておりまし

て，裁判員裁判等も担当させていただいております。本日は密輸事件がテーマ，特に

この地で多くある事案です。しかも，裁判員裁判の中でも大変判断が難しい事案に

ついてテーマになっておりまして，大変関心を持って参加させていただきます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

【栃倉検察官】 

 検事の栃倉と申します。よろしくお願いします。私は，ここ数年，主に捜査の方を

担当しておりまして，裁判を担当することが少なかったのですが，昨年の８月から

裁判を担当する部署に参りまして，密輸事件なども昨年初めて経験したというとこ

ろでありまして，皆さんが裁判を評議の中とかでどういった感想を持たれたのかと

か，今後に生かしていきたいと思いますので，率直な御意見を頂戴できればと思っ

ております。よろしくお願いします。 

【中井弁護士】 

 千葉県弁護士会の弁護士の中井と申します。私は，弁護士になってちょうど１０

年たったぐらいなので，弁護士になった頃にこの裁判員裁判という制度ができたと

いうことで，今まで３０件ぐらいはやらせてもらっていて，今回テーマになってい

る覚醒剤の密輸事件も１０件以上はやっているかなと思います。ただ，我々が直接

裁判員の方からお話を聞く機会というのはほとんどなくて，裁判のときも終わって

直接お話しすることもないので，今日は是非一般の裁判員の方々の率直な御感想と

か厳しい意見も含めて伺えればと思っていますので，よろしくお願いします。 

【野村弁護士】 

 同じく千葉県弁護士会の弁護士の野村と申します。本日はよろしくお願いします。

私は，ちょうど今年弁護士５年目で，今まで裁判員裁判は３件担当したことがあり

ますが，そのうち１件は密輸事件でした。やはり裁判員の皆さんにふだん考えたこ

とがないことをどのように分かりやすくお伝えするかというのは非常に悩むところ

ですので，本日いろいろお聞きして勉強させていただきたいと思います。よろしく
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お願いします。 

【司会者】 

 どうもありがとうございました。本日は覚醒剤の密輸事件の裁判に御参加いただ

いた方にお集まりいただいております。皆様はもちろん御存知と思いますけれども，

一般の方には覚醒剤の密輸事件を裁判員裁判で行うことについて違和感をお持ちに

なる方がいらっしゃると思いますので，少し説明させていただきますと，有罪とな

った場合に，死刑や無期懲役刑に当たる罪は裁判員裁判の対象となりますが，営利

の目的，つまり金もうけのために覚醒剤を密輸入する事件は最高刑が無期懲役刑に

なっています。そのために，起訴されると全て裁判員裁判で審理されるわけです。ち

なみに，千葉地裁は，管内に成田国際空港を抱えている関係で，この種の事件が非常

に多くなっています。本日の進行ですけれども，まず私の方で皆様に御担当いただ

いた事件の内容や審理の概要を簡単に御紹介いたします。皆様には，それに続いて

裁判員，補充裁判員として参加した御感想を述べていただきたいと思います。 

それでは，まず１番さんの事件ですけれども，この事件は，台湾人の被告人が氏名

不詳者らと共謀の上，営利の目的で中国の上海の空港から日本の成田国際空港行き

の航空機に，茶葉が入っているような外観の紙製の箱３箱の中に，１箱につき２缶

ずつ収納された茶缶６缶の中に隠匿された覚醒剤約２キログラムが在中するスーツ

ケースを機内預託手荷物として預け，成田国際空港に到着した後，空港関係作業員

にそのスーツケースを機外に搬送させて覚醒剤を輸入したとされる事件です。なお，

本日御参加いただいた方の全ての事件に共通しているのですが，被告人は輸入して

はならない貨物である覚醒剤を携帯しているにもかかわらず，その事実を申告しな

いで成田国際空港の旅具検査場を通過して輸入しようとしたけれども，税関職員に

発見されたために未遂に終わったという関税法違反の罪でも起訴されていました。

この事件の被告人は，茶缶の中身は金（＝きん）であり，自分は金の密輸をするもの

と信じていたと主張しており，主な争点は，被告人がその缶の中に覚醒剤を含む違

法薬物が隠匿されているかもしれないということを認識していたかどうかというこ
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とでした。公判で，税関職員の証人尋問や被告人質問が行われた後，評議に入りまし

て，裁判所は，被告人には茶缶の中に覚醒剤を含む違法薬物が隠匿されているかも

しれないという認識があった，また共謀や営利の目的も認められるとして，懲役９

年，罰金４００万円の有罪判決を言い渡しました。審理期間は，評議を含めて６日間

でした。この事件は，被告人が日本語に通じないために，北京語の通訳を介して審理

が行われました。１番さんには補充裁判員として御参加いただきました。それでは，

１番さん，この審理に参加した御感想をお願いいたします。 

【１番】 

 今御紹介あったように補充裁判員で参加しましたけれども，こういう裁判が粛々

と進んだというのに非常に驚きを覚えました。というのは，映画でアメリカの陪審

員制度とかよく見ていたんで，もう少し検事さんとか弁護士の方がバトルをするよ

うに進むのかなと思っていたんですが，何かすっと終わってしまったような感じが

ありました。それから，初めてだったので，すごく緊張するかなということと，それ

から殺人事件のような凶悪な事件だったら嫌だなという感じが非常にあって，事に

よったら拒否しようかなと思っていたんですけど，比較的落ち着いて参加すること

ができました。 

【司会者】 

 ありがとうございます。続きまして２番さんの事件です。この事件は，イタリアと

フランスの国籍を持つ被告人が氏名不詳者と共謀の上で，やはり営利の目的でベル

ギー王国のブリュッセル空港から日本の成田国際空港行きの飛行機に粘着テープ等

で包装された覚醒剤約３１１２グラムを加工された底の部分に隠し入れたスーツケ

ースを機内預託手荷物として預けて覚醒剤を輸入するなどしたという事件です。被

告人は，知人から東京へ行って商品を持ち帰ってほしいと頼まれてスーツケースを

渡されたと主張しておりまして，主な争点は，被告人が持ち込んだスーツケースの

中に覚醒剤を含む違法薬物が隠匿されているかもしれないことを認識していたかど

うかということでした。公判で，税関職員の証人尋問や被告人質問が行われた後に
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評議に入り，裁判所は，争点に関する認識があったことを認め，共謀や営利も認めら

れるとして，被告人に対し懲役８年６か月，罰金３００万円の有罪判決を言い渡し

ました。審理期間は，評議も含めて７日間でした。被告人が日本語に通じないため

に，イタリア語の通訳を介して審理が行われております。２番の方には裁判員とし

て御参加いただきました。それでは，２番さん，御感想をお願いいたします。 

【２番】 

 裁判員として裁判所に初めて来たときには，堅苦しい印象を持っていましたが，

非常に大切に扱われたという印象と，それから裁判長の方たちも非常にフランクで，

和やかで，いい雰囲気だったので，とても話がしやすかったのを覚えています。一番

印象に残っていることは，言葉を翻訳してそれから審理ということで，大変時間が

掛かる。しかも，被告人がよく話されるタイプの方だったので，聞かれたことに答え

る以上に話されるのをずっと訳していかれるので，審理をしていくところまで食い

込んでいくほど時間が掛かってしまったというのがとても印象に残っており，話し

過ぎるときにストップを早目にかけていただけないかなということをそのとき感じ

ました。本人が覚醒剤を持っていることを認識していたかいないかというところに

もちろん論点があったわけなんですけれども，人を裁くことの難しさとか，不遜さ

とかというのを感じながら私はどうしても難しいなという印象が強かったんですが，

自分以外の人たちの意見を聞くことでとても参考になりましたし，民意が反映され

ていくという点において面白いなという印象を持ちました。 

【司会者】 

 ありがとうございます。続きまして３番さんの事件ですけれども，先ほどの１番

さんの事件と同じ事件でございます。３番さんには裁判員として御参加いただきま

した。それでは，御感想をお願いいたします。 

【３番】 

 初めての裁判員としての経験でありましたけれども，とても不安な気持ちで臨み

ました。裁判長以下，非常に和やかな雰囲気のもとで一連の審理とか評議とか進め
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ていきましたが，それに対して最初は非常に不安な気持ちで臨んでいたわけですけ

れども，日を追うごとに非常に全員が和やかな雰囲気のもとで各自自由な意見が出

たというふうな印象を持っております。そしてまた，この裁判員制度というものに

非常な信頼感といいますか，そういうものが持てたという印象を持っています。 

【司会者】 

 ありがとうございます。続きまして，４番さんの事件です。この事件は，日本人の

被告人が，氏名不詳者と共謀の上，営利の目的でインドのチェンナイ国際空港から

航空機に缶詰８缶に小分けされた封をした覚醒剤約３２８０グラムを隠し入れたス

ーツケースを機内預託手荷物として預けて，途中香港の空港を経由して日本の成田

国際空港行きの航空機に積み替えさせるなどして覚醒剤を輸入するなどしたという

事案です。弁護人は，被告人は金を運んでいると信じ切っており，スーツケースの中

に覚醒剤を含む違法薬物が隠匿されるとは認識していないと主張しており，被告人

にそのような認識があったかどうかが争点になりました。公判で，関係者らの証人

尋問や被告人質問が行われた後に評議に入りまして，裁判所は，被告人にはその認

識があり，共謀や営利目的も認められるとして，懲役８年６か月，罰金３００万円の

有罪判決を言い渡しました。審理期間は，評議も含めて８日間でした。４番さんには

裁判員として御参加いただきました。それでは，４番の方，御感想をお願いいたしま

す。 

【４番】 

 一昨年の１１月か１２月に最高裁から通知をいただいたときに，ほかの人とは違

って私は機会があったら是非やりたいと思っていたので，案内が来ないかなと思っ

ておりました。そして，昨年の５月ぐらいに，７月にあるからということで，これは

頑張ってやろうという決意のもとに参加させていただきました。実際に参加しまし

て，ほかの裁判員の皆さん６名と補充裁判員の方２名でしたが，皆さんと休憩時間

とかで率直に話せたというのが非常によかったと思います。 

【司会者】 
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 ありがとうございます。それでは，５番さんの事件ですが，この事件は，マレーシ

ア人の被告人が氏名不詳者らと共謀の上，営利の目的でタイ王国の空港から日本の

成田国際空港行きの航空機に覚醒剤約２３９６グラムを隠し入れたリュックサック

を機内預託手荷物として預け入れるなどして覚醒剤を輸入するなどしたという事案

です。弁護人は，被告人が持ち込んだリュックサックの中には金がまじった砂が隠

されており，その運搬は適法であると信じていたと主張したことから，被告人がリ

ュックサックの中に覚醒剤を含む違法薬物が隠匿されているかもしれないことを認

識していたかどうかが争点となりました。公判で，税関職員の証人尋問や被告人質

問が行われた後に評議に入りまして，裁判所は，被告人がリュックサックの中に覚

醒剤を含む違法薬物が隠匿されているかもしれないことの認識があった，また，共

謀や営利目的も認められるとして，懲役８年６か月，罰金３５０万円の有罪判決を

言い渡しました。審理期間は，評議も含めて６日間でして，被告人が日本語に通じな

いために，タミール語の通訳を介して審理が行われました。５番さんには補充裁判

員として御参加いただきました。それでは，５番さん，御感想をお願いいたします。 

【５番】 

 私は，補充裁判員として今回参加させていただきました。否認事件だったので，ま

ず有罪か無罪かという大きい判断だったんですけれども，補充裁判員ということで

多少精神的にはほかの裁判員の方よりは楽だったのかなという気がします。法律知

識のない一般市民が裁判に参加するという役割は果たせたかなと思っています。期

間中，家族とか職場にはとても迷惑掛けてしまったんですけど，判決の日に主人と

子供が傍聴に来てくれて，それはそれでいい経験になったみたいで，ちょうど夏休

み期間中だったので来れたんですけど，誰かの人生を真剣に考えるという数日間は

本当にいい経験になりました。 

【司会者】 

 ありがとうございます。続きまして，６番さんの事件ですが，この事件は，ラトビ

ア人の被告人が氏名不詳者らと共謀の上，営利の目的でイタリアの空港から日本の
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成田国際空港行きの飛行機に覚醒剤約２４６８グラムを背面部に隠し入れたスーツ

ケースを機内預託手荷物として預け入れて覚醒剤を輸入するなどしたとされる事案

です。主たる争点は，被告人が国内に持ち込んだスーツケース内に覚醒剤を含む違

法薬物が隠匿されているかもしれないことを認識していたかどうかということでし

た。公判では，証人尋問はありませんでしたけれども，被告人の精神鑑定を行った医

師の尋問や被告人質問が行われた後に評議に入りまして，裁判所は，被告人が成田

国際空港に到着した時点においてスーツケース内に覚醒剤等の違法薬物が隠匿され

ているかもしれないと認識していたとは認められないとして，無罪を言い渡しまし

た。審理期間は，評議も含めて８日間でした。被告人が日本語に通じないために，ラ

トビア語の通訳を介して審理が行われました。６番さんには裁判員として御参加い

ただきました。それでは，６番さん，御感想をお願いいたします。 

【６番】 

 まず，裁判員制度が身近になかったので，自分にそれが来たときにとても驚いた

というのが第一印象です。思った以上にすごいリラックスする形での評議だったの

で安心しました。ただちょっと今まで全然知らない被告人の人生に判決というか，

何かを決めることにやっぱりちょっと勇気が要ったかなと思っています。 

【司会者】 

 ありがとうございます。続いて，７番さんですけれども，御担当いただいた事件は

今の６番さんと同じ事件です。７番さんにも裁判員として御参加いただきました。

それでは，御感想をお願いいたします。 

【７番】 

 よろしくお願いします。審理に関しまして，冒頭陳述，論告は大体想像していたと

おりでした。映画でも見ており，自分もいろんなシーンを思い浮かべていたんです

けれども，ただ評議について非常に新鮮さを持ったことを記憶しております。なぜ

かと申しますと，裁判員としての１票を持っていますから，高みの見物はしないで

おこうと自ら言い聞かせて参加させていただきました。そこで，本日の交換会の趣
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旨には大きく外れるんですが，本件は外国人であったため，物証の壁，それから司法

の壁という部分，刑事訴訟法ですね，それは個人的には感じました。 

【司会者】 

 ありがとうございます。続いて，８番さんに御担当いただいた事件は６番さん，７

番さんと同じ事件です。８番さんも裁判員として御参加いただきました。それでは，

御感想をお願いいたします。 

【８番】 

 私も裁判員の経験は初めてなので，どういうふうに展開していくのかなという感

じで参加させていただきましたけれども，一言参加できてよかったなと思います。

補充裁判員の方も含めて８名の方がいらして，同じ事柄に関して意見を言っても，

やっぱり人によって若干考え方というか，捉え方が違うんだなということを感じて，

そういう経験もよかったなと感じています。それと，裁判の内側に目を置いてその

進行を身近に経験できたことは，ほかではちょっと経験ができません。さらに，裁判

員を経験してから，日々起きる事件がテレビなんかで伝えられるんですけども，そ

ういうときに自分が裁判員になったらどういうふうに対処するのかなというように

考えるようになったので，そういうふうになるのかなというふうに感じました。そ

れから，本旨とはちょっと離れますけれど，外国の方が被告人だったということで

同時通訳が付きました。これにはびっくりしたんですけれど，間髪を入れず通訳を

していくということに対し，よくできるなという印象を持ちました。 

【司会者】 

 ありがとうございます。それでは，今回のテーマは，覚醒剤密輸事件の審理の分か

りやすさと，適切な評議の進め方ということですので，まず法廷における審理の分

かりやすさについて伺いたいと思います。御参加いただいた事件の裁判における法

廷での検察官や弁護人の訴訟活動について，これが分かりやすかったかどうかとい

うことでございます。こうすればもっとよかったとか，あるいはこうしてほしかっ

たというような御要望などがあれば承りたいと思います。お手元にそれぞれの事件
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で使用された冒頭陳述メモの写しを御用意しました。皆様が実際に裁判を担当した

時にもこの冒頭陳述メモが配られたと思いますけども，これを見て争点とか証拠調

べのポイントが理解できたかどうかをまず伺いたいと思います。この内容，体裁等

も含めてですけども，それぞれの事件の冒頭陳述等を見て，これが分かりやすかっ

たとか，分かりにくいとか，あるいはここはこうした方がいいのではないかという

何か御意見があれば伺いたいと思いますが，いかがでしょうか。 

【１番】 

 検察側も弁護側も資料が非常に分かりやすくて，逆に何か意見があるかと言われ

ると困っちゃうぐらいストーリーがかなり伝わるというか，そういう感想を持って

います。ですから，大変な手間が掛かっているんじゃないかと，逆にそういった意味

で大変御苦労されているんじゃないかという気がいたします。 

【司会者】 

 １番さんの事件は，冒頭陳述に関してはそれぞれＡ４が１枚ずつという感じでし

たが，分量は適切でしたか。 

【１番】 

 限られた時間なので，大体この分量でなければ逆に理解できないんじゃないかと

思っています。 

【司会者】 

 ありがとうございます。２番さんはどうですか。冒頭陳述についてまず伺いたい

と思いますが，お手元の冒頭陳述メモを見て，内容や分量についてはいかがでしょ

うか。 

【２番】 

 分かりやすかったと思います。 

【司会者】 

 ありがとうございます。３番さんはいかがですか。 

【３番】 
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 １日目から非常に綿密に説明がいろいろありましたので，事前にかなり前もって

準備されておられるんだなということを改めて感じました。時間配分としては，詳

しいことはちょっと忘れましたけれども，もうなるほど，なるほどというふうに非

常に的確で，私はただそれをお聞きするというふうな立場に徹しました。 

【司会者】 

 ありがとうございます。４番さんはいかがでしょうか。 

【４番】 

 説明を受けまして，私の仕事のプレゼンのときにもこういうふうにまとめると，

クライアントももっと分かるのではないかと思いました。大変参考になるもので，

一つの方法として大変勉強になりました。検察官の方のメモも弁護人のメモも大変

分かりやすくて，論点がはっきりしていたので，大変よかったと思います。 

【司会者】 

 ありがとうございます。５番さんはどうでしょうか。 

【５番】 

 冒頭陳述に関しては，適切だったなと思います。ちょっと記憶が定かではないん

ですけれど，いつだったかは分からないのですが，この冒頭陳述の前に評議室でち

ょっと裁判官の方から概要の説明があったのかなと思います。それで結構予備知識

的なこともよく分かりました。そのときのパワーポイントがすごくよくできていて

感心したのを覚えています。 

【司会者】 

 法廷が開かれる前にその説明があったのですか。 

【５番】 

 ちょっと覚えていませんが，そうだと思います。 

【司会者】 

 そのときにパワーポイントを使っていたのですか。 

【５番】 
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 そうなんです。こういう場合は営利目的だと有罪ですとか，予備知識が得られま

した。どの場でやったのかちょっと定かじゃないんですが，それがあっての冒頭陳

述だったので，よく分かったなという記憶があります。 

【司会者】 

 ありがとうございます。６番さんはどうでしょうか。 

【６番】 

 よく分かりましたの一言です。 

【司会者】 

 ありがとうございます。７番さんはいかがですか。 

【７番】 

 これ以上のものはないと敬意を表しております。以下のものもないという意味で

もございます。私どもの担当裁判官の方々が懇切丁寧に，赤子の手を取るがごとく

徹頭徹尾御教示いただいた予備知識が法廷に入るまでの精神的な負担というものを

軽減してくださったと感謝しております。 

【司会者】 

 法廷に入る前に争点の説明とかはあったのでしょうか。 

【７番】 

 はい。それらしきものは当然のごとくございます。なぜかと申しますと，私ども全

員が初めての経験でございましたので，多くの方がどこかで緊張している部分がご

ざいまして，こういう流れでいきますという説明はございました。 

【司会者】 

 ありがとうございます。８番さんはいかがでしょうか。 

【８番】 

 右に同じという感じなんですけれども，ほかの事件もそうみたいですが，スーツ

ケース内に違法薬物が隠匿されていたかもしれないということを被告人が認識して

いたかどうか，何かこれは知情性の有無ということのようですけれども，そこがポ
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イントだろうなというのは感じていましたので，そういう意味でいけば，この質問

については理解できたということが結論だと思います。 

【司会者】 

 ありがとうございました。先ほど申しましたけども，この種の事件は千葉地裁で

非常に多いわけですが，検察官の方で冒頭陳述メモを作るときに工夫されている点

とか，意識されている点はございますか。 

【西村検察官】 

 特に工夫としては，やはりできるだけ情報を圧縮する，やっぱりポイントとなる

事実関係もポイントとなる事実にできるだけ絞って，やはりこの知情性判断につな

がるところにできるだけ事実を絞って分かりやすくするということを意識していま

す。やはり起訴状を読んだ後，初めて事案を説明する場面ですので，どうしても証拠

全体を説明するような，そういう過多な情報にならないように，できるだけ絞る，そ

して筋が分かるようにして，どこに着目して知情性を判断してほしいというふうに

アピールできるように，そこを意識はしています。整合できるかどうかは，なかなか

ここは意外と難しいんですけれども，そこは意識して冒頭陳述を作るようにしてい

ます。 

【司会者】 

 ありがとうございます。弁護人の立場からはどうでしょうか。 

【中井弁護士】 

 ポイントを絞るというのは本当にそのとおりなんですけれど，一つ，我々の場合

は，先ほど裁判員の方々からも少しお話があったんですが，人の人生を決める裁判

ということで，まずその人がどういう人なのかということだとか，その人がどうい

うことを話して，どういう経緯でこの事件に至ったかというストーリーを簡潔に最

初にやっぱりイメージとして理解してもらいたいということを心掛けて冒頭陳述は

やるようにしています。 

１個質問してもよろしいですか。先ほど知情性という話が出たんですが，結構難
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しい概念でなかなか最初の冒頭陳述で理解してもらうのは難しいのかなという気も

していたんですけれども，はっきり分かっていなくても，故意があるとか，その辺の

微妙なところは，割と最初の説明で，すっと御理解いただけたのか，それともやっぱ

り評議とかを通じてだんだん理解を深めていくという感じなのか，その辺をちょっ

ともし御意見あればお聞きしたいなと思います。 

【司会者】 

 争点となっている違法薬物，覚醒剤を含む違法薬物が隠匿されているかもしれな

いということの認識があったかどうかということなんですが，その点について理解

はできましたか。 

【８番】 

 私は，知っているか知らないかというのは非常に難しいと思うんです。最初に検

察官の方が意見をおっしゃいますよね。そのときに，裁判官の方は専門家だから，い

ろいろ受け取り方はあると思うんですけど，裁判員はもちろん素人だし，初めての

場ですから，私はそのときに弁護士の方がいろいろ陳述をする，それから検察官の

方が陳述する，そのときに知っているか知らないかというのは判断の仕様がちょっ

とありません。被告人が隠されていたことを知っているんだということを検察官が

立証できたかどうかということを考えたとき，話を聞いている限りではちょっと弱

いんじゃないかなというふうに感じました。知情性の有無というのは，専門用語ら

しいですけれども，先ほど申し上げたふうにしかちょっと私は判断できないんじゃ

ないのかなと感じました。 

【司会者】 

 ありがとうございます。ほかの方はいかがですか。 

【２番】 

 知っていたか知らなかったかというのを立証していくところが，先ほどの方もお

っしゃったように，絶対に知っていたに違いないとする確実なものを立証できるの

かなという点については，ちょっと弱いのかなというような印象は確かに持ちまし
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た。 

【司会者】 

 覚醒剤が隠されているかもしれないということの認識はあったという争点はすぐ

に理解できましたか。 

【２番】 

 そうですね。 

【司会者】 

 どうもありがとうございます。ほかの方はどうですか。先ほどちょっと難しい「知

情性」という言葉が使われましたが，要するに認識があったかどうかということな

のですが，その点はすっと頭に入りましたか。大体皆さん理解できて，その後の審理

に臨めたということでよろしいですか。 

【６番】 

 最初は余り分からないというか，全く真っさらだったので，どうすればいいか分

かんなかったんですけれど，裁判官とか弁護士とか検察官の話を聞きながら，後で

裁判官の方に補足していただけるので，あっ，なるほどと，だんだんこういう話なん

だと分かり出す感じです。 

【司会者】 

 法廷に入る前，初公判の前に評議室で待機しているときとか，あるいは選任され

た後にガイダンスやオリエンテーションがあると思いますけれども，そのときに，

裁判官からこういうことが問題になるのですよという説明がありましたか。そうい

う説明はなかったという方はいらっしゃいますか。 

【６番】 

 覚えていないです。 

【司会者】 

 この事件は争いがありますということは，事前に裁判官から伝えられましたか。

今回皆さん担当していただく事件が，認めている事件ではなくて，否認事件なので
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すよという説明は事前にありましたか。 

【６番】 

 あったと思います。 

【司会者】 

 あったと思うということなのですね。分かりました。大分前の事件なので，ちょっ

と記憶が確かでないのは分かりますが，大体あったということですかね。 

それでは次の話題に行かせていただきますけれども，冒頭陳述が終わって証拠調

べに入るのですが，書類の読み上げがあったり，証人尋問，被告人質問などがありま

すけれども，これらの証拠調べについて何か気付いた点があれば教えてください。

ここがよかった，分かりやすかった，よくなかったとか，何かあれば自由にお話しい

ただきたいと思います。 

【８番】 

 先ほど申し上げたように，私のやった事件では有罪だと主張していた検察官の主

張がちょっと弱いなと思ったんで，その後もうちょっと何か力強い私の考え方をひ

っくり返すような説明があるのかなと思ったんです。ほかの事件もそうだと思いま

すけれど，関係人が外国人なので，一般の国内事件と違って情報が少ないというこ

ともあるのかなとは思ったんですけれども，ちょっとこの有罪の材料がその証拠調

べの過程ではちょっと不足しているんじゃないかなと私は思いました。 

【司会者】 

 同じ質問ですけれども，７番さんはどうですか。証拠調べについて何かお気付き

の点ありますか。 

【７番】 

 物証の収集の壁と先ほど申し上げたんですけれども，身柄を拘束したときは東京

税関，旧大蔵省ですね，所轄が。警察の捜査というのは科学警察というのが入ってい

るんですけれども，あと厚生労働省の麻薬取締りですね，被告人が持ち込んだと，ほ

かの誰でもないことは事実なわけです。そこで隠されているパーツ，部分のところ
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の周辺，それから税関当局の方がメスを入れて開けた，それから袋，現物拝見させて

いただきましたけど，それの指紋採取というのが捜査としての壁ではないかなと。

そこの周辺若しくは袋に本人のものが付いていたら，もう物証以上のものはないと，

確証に変わってくるんじゃないかなというもどかしさは持っていました。エックス

線にせよ，ガンマ線にせよ，対象物を照射すれば浮き上がってくる。では誰がどうや

ってという部分は，国内の案件ではない，遠い海外のことでもありました。それで，

ほかの物証は何かというとメールのやり取り，これも信憑性にやや欠ける部分もあ

るかなということがございました。これを２０年前メールという，インターネット

というシステムが存在していないとき，どうやっていたのかなと。ただし，間違いな

いのは，被告人が持参していたことは間違いないと。これが日本人だったら，これを

あなたは知らないと言うけれど，それでは単なる運び人なのか，あなたは運び人じ

ゃないのかと，いや，私は運び人だというやり取りがあるかもしれないですけれど

も，やはり通訳が介するとちょっと考える間を被告人にも与えられてしまうのかな

と。ちょっともどかしさを感じたのがそれでした。物証が皆無に等しかったという

ことです。ただし，持参人は被告人当人であることは間違いないと。 

【司会者】 

 ありがとうございます。それでは，６番さん，何か証拠調べでお気付きの点ありま

すか。その書証の読み上げとか，証拠書類の読み上げとか，被告人質問とか，証人尋

問とか審理の中で気付いたところはありましたか。 

【６番】 

 すみません。特にないです。 

【司会者】 

 例えば証人尋問は長くて困ったとか，何かないですか。何でも結構です。 

【６番】 

 いや，もうすごく短かったので，特に。あっ，こういう感じでというだけです。 

【司会者】 
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 何か細かい例えばメールのデータとかはありましたか。 

【６番】 

 インターネットのですね。 

【司会者】 

 ええ。そういうものの取調べ方法についての工夫はされていましたか。 

【７番】 

 すごい何枚にもわたっていました。 

【６番】 

 膨大だった。 

【８番】 

 メールなんか量が膨大なんですよね。あれはイタチごっこだったですね，被告人

と。この部分ははっきり明記されているんですけれども，証拠に直接つながるよう

な具体的な名称がのらりくらりとかわされてしまったという部分がございました。

もうちょっとつっついていただきたかったなと思っていました。 

【司会者】 

 メールの取調べ方法はどのような感じでしたか。 

【６番】 

 ちゃんと時系列を立てて並べてくださったので，いろいろ前後したりはあります

けれど，私としては大体こういう感じでというのをちゃんと説明していただけたな

と思っています。 

【司会者】 

 ありがとうございます。５番さんは何か証拠調べでお気付きの点はありますか。 

【５番】 

 外国人の被告人だったので，証拠が押収されたものと本人の供述と，あとはメッ

センジャーのやり取りしかなくて，もし国内で起きた事件だったらもうちょっと詳

しく，それこそ指紋取ったりとかあるんだろうなと思いました。これだけで判断し
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ろと言われたのがちょっと難しかったですけど，そういうものなんですかね。検察

も，これができる全てのことなんですかね。 

【司会者】 

 後で検察官にその辺りのことを伺いましょうか。５番さん，御意見ありがとうご

ざいます。それでは，４番さん，いかがでしょうか。証拠調べでお気付きになった点

はありますか。 

【４番】 

 証人に質問したりする日数が２日あったんですけれども，メモを取るのが大変で

した。要するに証人の証言だけが証拠だと裁判長さんから言われまして，ですので，

皆さんメモを一生懸命取っていたんです。それが２日間にわたったので，それが非

常に大変だったなというのが感想です。あと，証拠としてラインの履歴が出たんで

すけれど，これが１０ページぐらいあったと思います。これを全部みんなでめくっ

て，どこが要するに証拠になるとかいうのを調べたりするのが大変でした。とにか

く書くことが多くて大変だったというのが実際の感想です。 

【司会者】 

 ありがとうございます。３番さんはいかがでしょうか。 

【３番】 

 この証拠調べについては，もう検察側の方が事前にかなりの資料を集めて私たち

に分かりやすく説明していただいた印象を持っています。したがって，そうか，そう

かと理解も簡単にできたような感じがいたしました。一方，弁護人側の方の反証と

いいますか，それもあったんですけれども，印象としては非常に弱かったんじゃな

かったかと。というのも，何か被告人が事前の公判が始まる前と前後で陳述の訂正

をされたということで，何ゆえにそういう過程があったのかというのは知らされて

いませんでした。公判のときに弁護人が実は被告人が言っていることについて，こ

こは訂正させていただきますということが非常に多かったという印象を受けていま

すけれども，それはそういう経過があったんでしょう。私の印象としては，どちらか
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というと検察側の的確な説明が非常に理解しやすかったという印象を受けています。 

【司会者】 

 ありがとうございます。２番さんは証拠調べについてお気付きの点は何かござい

ますか。 

【２番】 

 物としてのスーツケースとか，そうしたものはよく見ることができたし，現物を

見る点についてはよく分かったんですが，メモとそれからメールですかね，そのや

り取りの印刷されたものをじっくりと読む時間が正直なくて，休憩時間，ほんの少

しの休憩時間にようやく目を通すという感じだったので，じっくり自分で読む時間

が欲しい，そういうふうに思いました。 

【司会者】 

 １番さんはどうですか。 

【１番】 

 覚醒剤を紅茶の茶葉の缶に入れてきたわけですけれども，証拠の中で金塊を入れ

てきたと言っていたということで，証拠調べでスーツケースからその茶缶から全部

我々持たせてもらって，やっぱり常識的に考えれば，金が入っていれば全然重さ違

うわけですから，そこら辺は非常に分かりやすいというか，確証を得たというか，そ

ういう感じがしました。それから，覚醒剤も実際に生まれて初めて見たんですけど，

石のようなんです。それを見て，手に取った瞬間に何か腹が立ってきた。というの

は，日本にこんなものを持ち込んでというふうな，要はその本人が悪いんじゃなく

て組織犯罪としてやっぱりこういうのが横行しているというのは非常に許せないと，

何かその物を見てそういうふうに思いました。 

【司会者】 

 ありがとうございます。先ほどメモを取るのが大変だったということをおっしゃ

ったのですが，皆さんメモは結構取られましたか。一生懸命メモをいっぱい取った

という方はほかにいらっしゃいますか。 
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【２番】 

 取りましたね。 

【司会者】 

 結構皆さん取られた。 

【５番】 

 取りました。 

【司会者】 

 そうですか。もう何ページにもわたるぐらいですか。 

【５番】 

 はい。 

【司会者】 

 メモは余り取らなくてもいいですよという説明は裁判官からなかったでしょうか。 

【６番】 

 一応ありました。 

【７番】 

 いや，人によりけりだと思います。私は取りました。 

【司会者】 

 ６番さんは，裁判官の方からそんなにメモは取らなくていいですよという説明が

あったのですか。 

【６番】 

 メモ取っている間にもう次々進んでいってしまうので，まず聞いて，後からまた

何か評議とかでちゃんとやっていただいたので，私はちょっと補足程度にメモした

ぐらいで，そこまでではなかったです。 

【司会者】 

 ほかの方は，特に裁判官の方からそんなに一生懸命メモ取らなくていいですよと

いう説明は特になかったのですか。 
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【４番】 

 何にも言われませんでした。ただ，ここに与えられた証拠だけで判断しなさいと

いうことを言われたので，これメモしないとちょっと分からなくなってしまうなと

思い，ほかの人もそうだと思うんですけど，それで多くの人は一生懸命メモを取っ

ていたなという印象です。 

【司会者】 

 証拠調べが終わった後，証拠書類などは提出されるので，後で評議室で確認をし

ようと思えば確認できますといった説明は，事前にはありませんでしたか。 

【４番】 

 写真とかは確認させてもらいました。ただ，証拠についてはその説明がなかった

ので，もしかしたら聞き逃しちゃうかもしれないと思いメモは取りました。 

【司会者】 

 被告人質問や証人尋問は，ビデオを撮っているので，後で確認しようと思えば確

認できますという説明もなかったのですか。 

【４番】 

 それはなかったです。 

【司会者】 

 説明があったらそんなにメモを取らなくてもよかったですか。 

【４番】 

 やっぱりメモは取ったと思います。集中する意味もあって，メモを取っていた方

がよかったと思います。 

【司会者】 

 法廷にいるだけでも緊張すると思うのですが，それに加えて聞き逃すまいとメモ

を取るとなると，さらに緊張が高まるのではないかと思うのですがどうですか。疲

れませんか。 

【４番】 
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 はい，疲れましたけれども，ただだらだら聞いているよりは一生懸命取った方が

集中できるんじゃないかなと思いました。 

【３番】 

 私も取ったといえば取っていたんですけれども，その日にメモを返却しないとい

けないのです。持ち帰りはできないものですから，だからメモを取っても後で記憶

として確かにどうだったとしっかりしたことは答えられないのです。これは情報が

外部に，判決が出るまでは遠慮していただきたいという配慮のもとでそうされてい

ると思うんですけれど。だから，そのとき確かに記入するのに確かに労力も要ると

思いますけれども，書いたところで果たしてどうなのかなという感じはありました。 

【司会者】 

 ほかの方，証拠調べについて何か追加でありますか。 

【８番】 

 たしか私もメモは取ったんですけれども，さっき３番の方がおっしゃったように，

持って帰れませんので，多少ですが忘れます。それと，証拠の資料いただくんですけ

れども，特にメールのやり取りなんかは細かい字で何十ページとあります。評議の

段階に移ってから，何ページのどこどこにこれ載っていますから，そこを皆さん見

てくださいとか，そういう形で進められました。資料も持って帰れませんし，全部を

事前に読むだけの時間的余裕が多分私にはなかったのでそういうものかなと思いま

した。 

【司会者】 

 そうすると法廷にいるときは一生懸命ペンを動かしている時間が結構長かったの

ですね。 

【８番】 

 私はメモを多少取りましたけど，後でそれを見直そうとしても返却しなきゃいけ

ないでしょう。 

【司会者】 
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 帰るときは，その日に書いたものを持ち帰ることはできませんね。 

【８番】 

 はい。そういう余裕が私にはなかったです。資料をいただいていますから，持ち帰

れませんけど，その脇にちょっと書くぐらいで，あとはなるべく聞くようにしてい

たつもりです。 

【司会者】 

 ありがとうございます。ほかの方は何かありませんか。 

【５番】 

 私も資料にないことは全て一字一句メモを取って，それも置いて帰らないといけ

ないので，翌朝早目に来て予習するという作業を毎日していたので，録音を後から

聞けるという説明は欲しかったです。 

【司会者】 

 先ほど５番さんから検察官に対する質問があったと思いますが，西村検事いかが

ですか。 

【西村検察官】 

 国際捜査の一番の難しいところでございます。あと，指紋の関係は基本的にやっ

ているんですよ。やっぱりコーヒー袋とかそういう食品に隠して持ってくる場合，

その食品の袋に触っていないかとか。それで，指紋は，税関がまず最初に取りかかっ

た事件であってもやっていて，ただまず出ることはない。ほぼない。そこはもう組織

の側もある程度考えているということではないかと思うんですけれど，まず出るこ

とはないです。それぞれで触っているのに，被告人が，指紋が出ているのに触ってい

ないと一生懸命弁解しているという，そういうような事案はまず，それで立証でき

るほど楽な事案はなかなかないという実情でございます。あと，やっぱりどうして

も，特に被告人がこの人からスーツケースもらったんだとか，預かったんだと言っ

ているその相手，依頼者側から話を聞けないという難しいところがありまして，ま

たその受け取った状況と，ここで受け取ったと言っている場所があるのかとか，そ
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ういう実際の現場がどうなのかという，そこも海外に足を延ばして捜査するわけに

はなかなかいかないところがあるので，しかも身柄拘束の期間が限られている中で

その捜査はできない。なかなかやっぱり海外をまたいでいる捜査に難しいところは

あります。あと，基本的にはやっぱりメール等が物証としては重要になるんですけ

れども，メールも全て被告人と依頼者が全部やり取りしたのか，全部メールで残っ

ているか，やり取りが全部メールでやったとも限らず，また一部断片的であって，し

かもその言葉の意味，会話の意味ですよね，意味付けはどうしても被告人，当時は被

疑者から話を聞かないといけないんですけれども，今現在なかなか被疑者から供述

を得るのは難しくなっている。黙秘等や，あとまた海外，外国語でやり取りをしない

といけないとか，そういういろいろな問題から，なかなかそのメールもどういう意

味で言ったの，これしゃべっているのという正確な意味付けを捜査，取調べ段階で

確定するのもなかなか難しい。そういういろんなあい路がありまして，本当にこう

いう海外をまたいでの密輸事件というのは難しいところがあって，そして限られた

証拠の中で皆さん，裁判官，裁判員の方にも薬物かもしれないという認識があった

んじゃないかと，それからどうなのかという判断をいただいているという，そうい

う実情でございます。 

【司会者】 

 ありがとうございました。ちょっと伺いたいのですけれども，証人や被告人に対

しては裁判員の方に質問の機会があったと思うのですが，質問された方いらっしゃ

いますか。質問された方は誰に対して質問されましたか。 

【７番】 

 被告人に対してです。 

【司会者】 

 その感想はいかがですか。 

【７番】 

 のらりくらりとかわされました。通訳の方を介してどうしても間が入るわけです。
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それで，私も表情を読み取られないようにそっぽを向きながら質問したんですけれ

ども，相手の方が上手でした。 

【司会者】 

 質問するのはちょっと勇気が要るのではないかと思うのですがいかがでしたか。 

【７番】 

 いやいや，是非聞きたいと思いました。なぜかというと，この手の案件は，ほかの

傷害事件とかと違って被害者が存在しないわけです。そうすると，検察の方，弁護人

の方の表情を見るよりは，やはり本人の表情を見て聞きたいと思いました。２年弱

日本で拘束されていましたので，すっかりオーバーホールも精神的にできたような

感じで，のらりくらりとかわされた印象を持っています。 

【司会者】 

 それでは，６番さんは誰に質問されましたか。被告人ですか。 

【６番】 

 はい。 

【司会者】 

 どうでしたか。 

【６番】 

 やっぱり聞いているだけでは，その方がどういう方か分からないので，いろいろ

と質問させていただいたんですが，のらりくらりとですかね。 

【７番】 

 上手だった。 

【６番】 

 それで，何か表情も変わらない，淡々としゃべる方だったので，全然結局分からな

かったというのが正直な印象です。 

【司会者】 

 かなり勇気が要ると思うのですが，そうでもなかったですか。 
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【６番】 

 勇気要りました。すごい勇気要りました。でも，質問したら次々やっぱり質問した

いことが出てきてしまって，何回かしてしまったんですけれど。 

【司会者】 

 ありがとうございます。ほかの方，それでは４番さんどうぞ。 

【４番】 

 私は，証人の方と，税関職員の方と，あと被告人の方に質問いたしました。税関の

方は職員ということで，もう事務的な質疑応答で終わったんですけれども，証人の

方は日本の方で，日本語が話せたので，ほかの人と違って，のらりくらりではなく

て，ちょっと痛々しいような気がしました。 

【司会者】 

 ありがとうございます。ほかの方，２番さんどうぞ。 

【２番】 

 私は，被告人に質問しました。反応としては，的を外されたという印象が強くて，

もう一歩踏み込んで聞きたいなとは思ったんですが，遠慮すべきなのかなと思って，

ちょっとしませんでした。 

【司会者】 

 逆に質問されなかった方，本当は質問したかったんだけど，質問できなかったと

いう方はいらっしゃいませんか。それでは，３番さんどうぞ。 

【３番】 

 いろいろ経緯を聞いている中で，聞いても言わないだろうというふうな考えにだ

んだん私がなってきたんです，心の中で。それで，もうこれは聞いても，かなり検察

側からの的確な尋問もありましたし，ややオーバーラップする面もなきにしもあら

ずということで，結局質問しませんでした。実際はもっと本当は内心はしたかった

ですよ。だけど，聞いてもちょっと難しいんじゃないかと。今どなたかおっしゃった

ように，のらりくらりとかわされるというか，やっぱり台湾の非常に精通された通
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訳がついて，間接的に被告人の方に伝わるんでしょうけれども，本当に私が質問し

たことが通じていたかどうかも分からないんです。私自身が確認のしようもないわ

けです。間違いなく聞きたいことが伝わっているかも確認できないし，もう通訳の

人にお任せということです。そうすると，私の当時のケースだと，表情は変えない

し，イエスかノーしか答えないんです。だから，そういう中で恐らく答弁が返ってく

るとも思えないというふうに私は考えていたんですけど。 

【司会者】 

 ありがとうございます。１番さんは補充裁判員だったので質問はできなかったん

ですが，裁判官からもし聞きたいことがあったら代わりに聞くので言ってください

と言われましたか。 

【１番】 

 言われました。 

【司会者】 

 どうされましたか。 

【１番】 

 事前にこういうことを聞いてくださいということをお願いして，右陪席の方から

質問していただきました。 

【司会者】 

 聞いてもらえましたか。 

【１番】 

 はい。被告人に，ある中国人の老人を介して薬を預かったというストーリーにつ

いて話を聞いている中で，その老人がいたのか，いないのか，ちょっとおかしいんじ

ゃないか，うそ言っているんじゃないかと言いたかったんです。要はその人は本当

にいたのかという質問をしてもらったんですけれど，そのときに被告人がどういう

反応をするか，どういう顔つきでどういう反応するかというところが見たくてお願

いしたんですけれど，先ほど３番さんが言ったように本当に表情を変えないで，む
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しろふてぶてしさというか，何かもう観念しているような，そんな感じだったんで

す。だから，そこら辺をちょっと読み取りたいなと思っていました。 

【司会者】 

 ５番さんも補充裁判員だったので質問はできなかったんですけれども，聞きたい

ことを代わりに聞いてもらうことはできましたか。 

【５番】 

 そうですね。聞いてもらいましたが，答えはいつも一緒で，かわされてしまう感じ

でした。評議をしていく中で聞きたいことが出てきて，でももうチャンスがないと

いう感じでした。もっとその人の教育水準とか発達とか，そういうところがもうち

ょっと知りたかったから，事件が起きていることしかそのときは頭になかったんで

すけど，それ以前のバックグラウンドとかそういうのを聞いておけばよかったなと

思ったんですけど，そのときはもう評議に入っていたので，遅かったという印象で

す。 

【野村弁護士】 

 裁判員の方は被告人に質問をして反応を見たいという感想が多かったので，ちょ

っと質問してみたいんですけれども，我々だったら検察側の証人，例えば目撃者と

かそういった人に反対尋問するときに，あなたうそついていますねとかは言いませ

ん。要は法曹だとそういった質問はしないんですけれども，ただ皆さんの場合は，別

にうそついている人だったら絶対答えてはくれないだろうけれども，それでも反応

を見るために質問をしたいというようなことがあるのかなというふうに今お聞きし

ていて思いまして，そのときに外国人の被告人だと文化が全然違うことが多いんで

すよ。例えば日本人は人が話しているときにうなずきながら話を聞いたりしますが，

なかなか外国の方は，すごくそれをすると変というか，むしろそのままうなずくと

いうことをしないとか，例えばそういうのが文化の違いみたいなことがあるんです

が，そういう反応を見るときに，相手の国だと自分たちとは全然違うリアクション

の文化とかがあるんじゃないかとか，そういったことって頭にありますか。それと
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も，余りそこは想像しないというか，日本人の感覚そのままで見ているような印象

なんでしょうか。 

【１番】 

 今おっしゃったとおり，やはり外国の方は文化やバックグラウンドが違うので，

反応は違うというのは重々承知しています。私の経験でも外国の人とも接触してき

ているのでそれは基本的に承知しているんですけれど，ただやはり犯罪を犯して，

犯罪を犯してというか，それが決まっていないわけですけれど，要は法廷の場で被

告人にされて，下手すれば懲役，中国人の方ですから，日本だったら懲役で済むと。

中国だったら死刑になるかもしれない。だったらそこの差ですよね。そういうこと

もあるし，それからもっと必死に，自分が無実だったらもっと必死になるんじゃな

いかと。要は逆に私が外国でそういうことに巻き込まれたときに，自分が無実，誰か

に持たされて無実だったら，必死になってやりますよね。だから，多分そこの差が，

人間として，外国の人であろうが，日本人であろうが，やっぱり必死さというのは出

てくるんじゃないかという思いで質問しました。 

【司会者】 

 今の御質問に対してほかの方で何か言っておきたいことはありますか。何でも結

構です。日本人とは違うということを意識しながら審理に臨んでいたかどうかなん

ですけれど。特によろしいですか。 

【野村弁護士】 

 大丈夫です。 

【司会者】 

 次に，証拠調べが終わった後の論告，弁論について伺いたいと思います。証拠調べ

が終わりますと，その証拠調べの結果に基づいて検察官と弁護人が改めて意見を述

べるわけです。今回は否認事件ですので，争点をどう判断すべきかということにつ

いて意見が述べられたと思います。この論告弁論についてもそれぞれの御担当事件

について配られたメモのコピーを皆さんにお渡ししていますが，これを御覧いただ
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きながら，検察官の論告メモあるいは弁護人の弁論メモについてどのように感じら

れましたか。内容とか，分量とか。それから内容が分かりやすかったか，分かりにく

かったか，あるいは細か過ぎてよくないとか，そういう御意見，何でも結構ですの

で，伺っていきたいと思いますが，いかがでしょうか。 

【１番】 

 限られた時間の中で我々が情報をつかむという意味では，非常に簡潔にまとめて

いただいていて，よく分かったと思います。ただ，残念なのは，弁護側のメモが弱い

というか，被告人はやっぱり先ほど言ったように必死さというのが伝わってこない

ような，そんなところがちょっとあったかなと思います。 

【司会者】 

 ありがとうございました。２番の方はいかがでしょうか。お手元の論告メモ，弁論

メモを見ながらで結構です。 

【２番】 

 非常に分かりやすい資料でした。 

【司会者】 

 ちょっと細か過ぎるとか，そういうことはありませんでしたか。 

【２番】 

 そんなことはないと思います。 

【司会者】 

 ありがとうございます。３番さんはいかがですか。お手元の論告メモ，弁論のメモ

についてどのような感想を持たれましたか。 

【３番】 

 ３０分ということで，非常に手短くまとめていただいて，納得できるような内容

だったと思います。 

【司会者】 

 ありがとうございます。４番さん，お手元の論告，弁論メモについていかがです



 

 

 
- ３３ - 

か。 

【４番】 

 冒頭陳述のところでも言ったんですけれども，やっぱり資料として本当に大変参

考になる資料になると思いました。弁護人が作った資料なんですが，最初に「裁判員

へのお願い」という形で書いてあったのが非常に心を打ちまして，その後弁護士の

方がおっしゃられた弁論が非常に力強かったんで，大変よかったと思っています。 

【司会者】 

 ５番さん，いかがでしょうか。 

【５番】 

 論告弁論は適切だったと思います。 

【司会者】 

 ６番さん，お手元のメモについていかがですか。 

【６番】 

 どちらも適切だったと思います。 

【司会者】 

 ６番さんのものは，かなり細かくなかったですか。 

【６番】 

 何かいろいろ口頭陳述が多いんですけど，これがないと話が多分進まないので，

適切だと思います。 

【司会者】 

 内容的にも適切だったということですか。 

【６番】 

 はい。 

【司会者】 

 ７番さんは，いかがですか。 

【７番】 
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 物証が少ない中の検察側の論告メモ，これ以上のものはないなと思っています。 

【司会者】 

 ありがとうございます。８番さんはいかがですか。 

【８番】 

 量的にはどうしてもこういうふうになると思うし，理解できないということはな

いと思いますし，最後に結論というか自分なりの判断を下すときに，やっぱり時系

列的に項目別にかなり整理されているんで，参考には当然のことながらなったとい

うふうに理解しています。 

【司会者】 

 ありがとうございます。それでは，今度は検察官と弁護士に伺いますけれども，論

告メモ，あるいは弁論メモを作るとき何か注意している点がありますか。検察官い

かがでしょうか。 

【西村検察官】 

 論告メモ，特に事実関係，今回の事件のように犯意などについて争いのある事件

の中で検察官は根拠を複数挙げるんですけれども，特にやっぱり優先順位ですね，

重要視してもらいたい事実について優先順位をつけたり，あとはこの事実で即犯意

に結び付くものではないとか，そういうものを省略したりとか，そうやってブラッ

シュアップをして，できるだけ検察官の主張が分かりやすくなるように，そこを特

に意識するようにしております。 

【司会者】 

 弁護人の立場で何かありますか。 

【野村弁護士】 

 やはり弁論はその場での弁論が最終，その場で言う内容が最終弁論なので，余り

細かく書いて後で読んでもらおうというよりは，やっぱりその場で見ながら聞きな

がらこちらの主張を分かってもらうということを意識して作成しています。 

【司会者】 
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 お手元に何通かの弁論メモがありますが，これらを見ていただいて，これはいい

なとか，ちょっとこれはどうかなとか，御感想はありますか。長いものや短いものな

どいろいろあると思うのですけれど。 

【野村弁護士】 

 多分縮小してあるんだと思うので，Ａ３で２枚となるとちょっと長いのかなとい

うふうに思ったんですが，ただ意外に先ほど聞いていると裁判員の方はこれぐらい

あっても仕方ないみたいな，結構鷹揚な感じだったもので，あっ，そうなのかなとい

うようにも思いました。 

【司会者】 

 ありがとうございます。さて，論告弁論が終わったところで評議に入るわけです

けれど，皆さんは，評議に入る時点で御自身なりに，事件の争点について，その判断

ができていましたか。心証と言うんですけれど，争点である違法薬物の認識があっ

たかどうかということについて，評議に入る前に御自身の中でこの事件はこういう

ふうに考えるべきじゃないかというような心証を持たれていましたか。その心証が

最終的な結論と一致したかどうかは伺いません。伺いたいのは，論告弁論を聞いた

時点で，自分はこういうふうに判断すべきだと思うという，一応の心証を持たれた

かどうかということなのですけれども。 

【１番】 

 持っていました。 

【司会者】 

 ２番さん，いかがですか。一応心証はとれましたか。 

【２番】 

 とれました。 

【司会者】 

 ３番さん，いかがですか。 

【３番】 
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 同じくもう初めからこれはもう有罪という心証を持ちました。 

【司会者】 

 ４番さん，一応心証はとれましたか。 

【４番】 

 強く持っていました。 

【司会者】 

 ありがとうございます。５番さん，いかがですか。 

【５番】 

 私は，最後の最後まで決めかねていました。 

【司会者】 

 ６番さん，いかがですか。 

【６番】 

 私も持っていました。 

【司会者】 

 ７番さんはどうですか。 

【７番】 

 同じです。 

【司会者】 

 ８番さんはどうですか。 

【８番】 

 私も持っていました。 

【司会者】 

 証拠調べの結果で一応自分なりに判断はできていたということですね。それから

評議に臨んだということになりますね。 

【８番】 

 はい。 
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【中井弁護士】 

 ちなみに，持っていた方はどの段階でしょうか。最後の論告弁論を聞いてやっぱ

りこうだというふうな感じですか。我々は割と想定してやっているのですが。それ

とも，被告人質問とか聞く段階で，ちょっとこれはないというふうに思っちゃった

りするのか，何かその辺率直なところをお聞かせください。 

【７番】 

 自分の心証はあくまでも心証であって，その間はやはり中立でいようという，そ

のための裁判員だと自負しておりました。 

【６番】 

 すみません。私は被告人とのやり取りを見て，もうそこで決めていました。 

【司会者】 

 ほかの方，何かありますか。 

【３番】 

 私も先ほど言いましたように，もう途中でそういうふうな気持ちに，有罪かなと

なっていたんですけれども，最後の最後に被告人が言葉を言いますよね。そこまで

は辛抱して，そこではっきりともう間違いないという確信に近い判断をいたしまし

た。というのは，本当に悪びれた様子が全然ないんです。これ外国人の文化だといえ

ばそうかも分かりませんけれども，もうイエスかノーか，あとは笑わない。じっと聞

いている。それで，最後の言葉は軽い罪でお願いいたします，この一言だけなんで

す。ちょっと日本人の常識に合わないです。私ども一般市民の国民の感情からいっ

て。これだけのものを背負ってきて，軽い罪でお願いしますという言葉はどこから

出てくるかというふうに感じました。これは外国人と日本人の違いからと先ほども

議論にありましたけども，それはそうかなと言われればそうでしょう。だけど，そう

いうことでは簡単に済まないと思うんで，もう少し量刑を軽くするなら本当に誠心

誠意言葉を述べてというのが筋ではないかと。これ日本人の古い物の考え方かも分

かりませんが，そんな印象を持ちました。 
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【７番】 

 私はちょっと違うんです。被告人の言動から有罪，無罪というのはちょっと決め

にくいと私は思っています。この事件でも。だから，先ほど申し上げたと思うんです

けれども，知っていたのか知らなかったかによって多分左に行くのか右に行くのか

って分かれるんだろうと思うんですよ。そうすると，我々はそれをはっきりさせて

もらいたいわけです，最後には。そのときに，弁護人も当然弁護する立場ですから，

この事件では無罪ということですけども，有罪を求刑している検察官の立場からす

れば，こういうことだから有罪なんだ，この人は隠匿していたことを知っていたん

だということを立証してもらわなきゃ困ると思うんですよ。ところが，私の認識で

は，先ほど申し上げたように，少なくとも検察官の陳述からは，有罪なんだというの

は，私はちょっと説得されなかったんです。それで，認識としては，このままだと有

罪厳しいんじゃないかなという認識をずっと持っていました。それはそれ以降もち

ょっとひっくり返らなかったという認識を私は持っています。 

【司会者】 

 どうもありがとうございました。それでは次に，評議，つまりそれぞれの事件につ

いて評議室で裁判官と一緒に話合いをしたと思いますけれど，このときの状況につ

いて伺いたいと思います。評議の秘密がありますので，そこまで踏み込まない範囲

で評議のときの雰囲気や印象といったものを話していただきたいと思います。まず，

皆さんが自分の意見を述べやすいような雰囲気で評議が進んだかどうかを伺いたい

と思います。 

【８番】 

 私は，言いにくいということはなかったと思っています。裁判長が例えば何かの

ことで裁判員が意見を言うと，ホワイトボードを使って書いて説明をしていました

けれど，言った意見に対して別の観点から見たらどう思いますかとか，あるいはこ

ういう見方をしたらどうですかと，どうなりますかと，いろいろリードしていただ

いたんで，そういうことも参考にしてまた話が進むという感じを持っていましたの
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で，私は言いにくいということは全然ありませんでした。 

【司会者】 

 ありがとうございます。それでは，７番さん，いかがですか。 

【７番】 

 初日は耳を傾けておりましたけれども，２日目からどんどん質問，質疑できるよ

うになりました。お茶を飲みながら端からの意見ではないという認識を持って，こ

れが一番私はフレッシュさを感じたところです。人様の意味を欠いてしまうような

ことにもなりかねない，慎重に慎重にということを自ら戒めておりました。 

【司会者】 

 ありがとうございます。６番さん，評議の雰囲気等はどうでしたか。 

【６番】 

 よかったです。 

【司会者】 

 裁判官の方で何か工夫していること，よかったことはありましたか。 

【６番】 

 基本的には進めていただくのは裁判官の方なので，ちゃんと順序立ててこの件に

ついてとか言っていただいたので，その件について考えて意見を言ったりしていた

ので。 

【司会者】 

 ありがとうございます。５番さん，いかがですか。評議の雰囲気というのはどんな

感じでしたか。 

【５番】 

 とてもいい雰囲気で，話は最後まで聞いてもらえて，とめどなく話していると要

するにこうなんですよねとまとめてくれたりして。 

【司会者】 

 ４番さん，いかがですか。評議の雰囲気ですけれども。 
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【４番】 

 ホワイトボードを使ってまとめていただくんですけれども，要所要所で皆さんに

確認しながら説明していったので，大変いい雰囲気だと思います。それと，あと休憩

時間とかもいい意味で裁判長や裁判官の方が席を外していただいたんで，裁判員の

みんなで評議とか進めることができ，大変よかったと思います。 

【司会者】 

 ありがとうございます。３番さん，いかがですか。 

【３番】 

 とてもいい，自由に個人の意見を述べやすいような環境でございました。一つに，

裁判長さんも非常に親しみの持ちやすい方に当たったような印象を皆さん後で言っ

ていました。そういうこともあって非常によかったんじゃないかと思っています。 

【司会者】 

 ありがとうございます。２番さん，いかがですか。評議の雰囲気はどんな感じでし

たか。 

【２番】 

 本当に和やかだったし，裁判官の方はもうよく話を聞いてくださったし，聞いた

上で私の言いたいことはこういうことなんですかねというような確認をしていただ

いて，自分も整理がつくということもあったりして，また裁判長の方も本当に人間

的というのか，皆さんがそんな感じで，思った印象と全然違っていて，皆さん非常に

人間的な和やかな感じで話を聞いていただけたという印象は強くあります。 

【司会者】 

 ありがとうございます。１番さんはどうですか。評議の雰囲気ですけれども。 

【１番】 

 ３番の方と一緒だったんですが，まさにそのとおり非常に和やかな感じで，話し

やすい雰囲気でした。というのも，裁判長がそういうふうに誘導していただけたの

と，お人柄ですね。それともう一つは集まった裁判員の間で実は缶詰になって緊張
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してしまって，これはかなわないというところで，その場その場でちょっと崩すよ

うなリーダーシップを出す人がいました。私もその中の一人なんですけれども，裁

判所の近くに食パンを売っているところがあって，そういった話題を出したりして

ちょっと和むとか，日本酒の話をしたりということで少し和みながら，皆さんがし

ゃべりやすいとか評議しやすいような場になっていったということがありました。

個人のことまでは話はいかなかったんですけど，非常にそういう意味ではよかった

かと思います。 

【司会者】 

 ありがとうございます。司会は裁判官が担当したと思いますけれど，司会の進め

方で何かお気付きの点はありますか。適切だったか，もっとこうすればよかったの

ではないかというような御意見があったら伺いたいと思います。司会の仕方でちょ

っとどうかなと思ったこと，あるいはよかったというふうな御意見でも結構なんで

すけれども何かありますか。ところで司会は誰が担当していたのでしょうか。主な

司会ですけど。裁判官は，裁判長と一番若い人と真ん中の人と３人いたと思います

が，裁判長ですか。 

【６番】 

 裁判長です。 

【司会者】 

 ほかの方は，どんな感じでしたか。 

【１番】 

 裁判長でした。 

【４番】 

 司会というか，総合的には裁判長なんですけれども，議事進行は，前半の要するに

有罪か無罪かを決めるまでは２番目の方がやられて，有罪と決まった後，量刑を決

めるのは３番目の方が進められました。 

【司会者】 
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 裁判官の立場で評議の仕方で気を付けていることはありますか。 

【清水裁判官】 

 個人的に気を付けているのは，２番さんなどもおっしゃっていましたように，発

言の意をいかにうまく捉えるかというか，どういう趣旨でお話をされているかとい

うことをよく理解して，それを全体で共有できるようにして，それをきっかけにし

て，ほかの人の意見もより引き出せるようにしていくというところをやはり意識し

てはいるかなと思います。 

 皆さん評議のときに，先ほどありました検察官や弁護人の作成した論告メモです

とか弁論メモというのはどれぐらいうまく機能していましたかというところをちょ

っと聞いてみたいんですけども，割とそれは関係なく，裁判官が出したこの点につ

いて考えてみましょうみたいなところで議論が進んでいっていたのか，それとも基

本的にはその論告，弁論を見ながらこの主張についてどうですかねという，その論

告弁論を評価するような形で議論が進んでいたのか，そのあたりちょっと聞いてみ

たいんですが，いかがですか。 

【６番】 

 論告弁論どおりに順番に議論していきました。 

【清水裁判官】 

 そのときに，結構細かい情報がいっぱい入っていた論告だったんですけど，それ

がうまく進んでいきましたか。 

【６番】 

 そうですね。これに沿って話が進んでいきました。 

【８番】 

 行ったり来たりしながらしていましたから，使っていましたよ，全部。 

【７番】 

 道しるべとでも言いましょうか，これがないと話にならないということです。総

括してよくできていました。 
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【司会者】 

 大体は論告や弁論に沿って，評議を進めたという感じになりますか。 

【髙橋裁判官】 

 私は，割と何か自分の意見を言ってしまう方なんですけど，それでもなるべく押

し付けにならないように，裁判員の方からどんどん意見を出していただけるように

努めてはいるつもりです。私の意見がどう受け取られているのかというのがあると

思うんですが，どうですか。裁判官の意見の言い方で何か気になったところとかあ

ればお知らせいただければと思います。 

【司会者】 

 裁判官の意見に影響されてしまったようなことはないですか。意見を言いにくか

ったとかいうことはなかったですか。 

【３番】 

 いや，そういうのはちょっと私のケースではなかったです。 

【司会者】 

 ほかの方はいかがですか。 

【６番】 

 なかったです。 

【司会者】 

 評議の時間は十分にありましたか。足りなかったとか，例えば途中で駆け足にな

っちゃったとか，そういうことはなかったですか。 

【２番】 

 それはありました。やっぱり非常に大変でした。 

【司会者】 

 時間が短かったですか。 

【２番】 

 押していて。先ほども言いましたけれど，被告人の方が非常にしゃべり過ぎる方
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だったので，時間がどんどん押してくるので，評議する時間が１日なくなってしま

った。何かそういうこともあったのかな。それで，私たちちょっとずっと詰めていく

のが厳しくなってきました。 

【司会者】 

 評議のときには，証拠を見直したりしましたか。 

【２番】 

 しないわけじゃないんですけど，自分自身がついていけないスピードというか，

休み時間にも読んだりもするんですが，じっくりと読む時間がなかったです。メモ

やメールの内容を全部読みたいんですけれども，ピックアップされている部分から

入っていくしか時間がないような感じでした。 

【司会者】 

 ほかの方，何かありますか。 

【５番】 

 最初に３日目の午後までに有罪か無罪かを決めますと説明があったので，そこに

合わせて逆算してみんなでやっていった感じなので，でも締め切りがあるからそこ

までにというのはあったかもしれませんけれど，時間的には適切だったかなと。最

初に全部で４日目の午前中で今度量刑を決めますとか大体目安があったので。 

【司会者】 

 その目安は大体適切でしたか。 

【５番】 

 そうですね。適切だったと思います。５日目なのか，終わり次第帰れます，終わら

なかったらいてもらうけどという程度の余裕は持って一応組んでいただいていたの

で，よかったと思います。 

【司会者】 

 皆さんの中で，メモを取った方は，そのメモが評議のときに役に立ちましたか。そ

れをちょっと伺いたいと思います。 
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【４番】 

 役に立ちました。 

【司会者】 

 評議室の中で，証人や被告人のビデオを見直したりしましたか。 

【３番】 

 ビデオは見ていないんですけども，これもう一回見たいという写真とかは見せて

もらいました。 

【司会者】 

 被告人とか証人のビデオを見たという方はいますか。 

【５番】 

 見ていません。 

【司会者】 

 それでは，最後になりますが，皆さんは裁判員や補充裁判員として参加されまし

たが，これから裁判員，補充裁判員として参加される方のために何か自由にお話し

いただきたいと思います。今回参加した感想を踏まえて，これから裁判員，補充裁判

員になられる方に何かメッセージがございましたらおっしゃっていただきたいと思

います。 

【１番】 

 選ばれたらびっくりしないで，びっくりするんでしょうけど，是非参加していた

だきたいなと思いました。私自身がやっぱりこの事件だったから何となくこういう

意見が言えるのかもしれないんですけども，もう少しきついものだったらどうかな

というのはあるんですけども，やはり裁判のこういう制度そのものがやっぱり国民

に求めている制度ですので，是非国民としてそういうことを対応していくというこ

とで，若い人特に参加してほしいなと思っております。 

【司会者】 

 ありがとうございます。それでは，２番さん，どうぞ。 
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【２番】 

 やはりこの裁判員裁判の制度というのは，私はすごく大切なものじゃないかなと

思います。というのは，やっぱり学問をして裁判官になられていく方の考え方と，そ

ういうことを知らない一般庶民の庶民感情というものはちょっと違うように思うん

です。でも，庶民感情であることで裁判をしていくことも，やはりこれは判決すると

きに一つの目安になるものがあると思います。そういうことによって，もしかする

とその量刑なんかに関しても法が変わっていくことがあるかもしれませんよね。そ

ういうことを考えてでき上がった日本の法律を見直す一つのきっかけやチャンスに

なることもないとは言えないと思います。だから，裁判員の制度は続けてほしいと

思いますし，是非経験していただきたいと思いますし，意外といい雰囲気の中でや

れるということもお伝えしたいです。 

【司会者】 

 ありがとうございます。３番さん，お願いいたします。 

【３番】 

 もう端的に言いまして，是非裁判員に選定されたら積極的に参加していただいて，

貴重な体験を作っていただけたらと思っています。といいますのは，やっぱり私も

そうだったんですけども，非常に最初は参加するのにちょっと抵抗を感じていまし

た。というのは，その抵抗の一つは大きな不安です。そういう専門知識もないのに，

我々一般の者がくじで当たって，行って何ができるのと，務まるのということと，そ

れから重大事件，重大犯罪を扱うということですから，それ，しかも刑事事件に限っ

てということでありますんで，それをもろに個人的に受けるかも分かりませんよね。

そういったストレスが本当に自分のためになるのか，そういった不安がもろもろあ

るかと思うんですけれども，是非とにかく参加して体験していただくと，恐らくイ

メージが変わると思います。また，皆さん敬遠するといいますか，そういうのを払拭

するためにも広くＰＲしていただいて，みんながこれはいいということで参加して

いただけるようにしていただければいいというふうに思っております。よろしくお
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願いします。 

【司会者】 

 ありがとうございます。４番さん，お願いいたします。 

【４番】 

 いろんな個人の都合あると思うんですけども，できる限り参加した方がいいんじ

ゃないかなと自分の感想としてはあるので，自分自身も参加させていただいて大変

よかったと思っておりますので，できる限り参加していただければなと。これから

の方も参加していただければなと思います。 

【司会者】 

 ありがとうございます。では，５番さん，お願いいたします。 

【５番】 

 もし選ばれたら，貴重な経験になるので，是非やっていただきたいなと思います。

数日間密度濃く過ごしたメンバーと謎の結束感が生まれて，今でもこのメンバーの

中は守秘義務ないよねということでＳＮＳでやり取りしたりとか，今でも続いてい

ます。専門的な知識とか必要なくて，法廷でのやり取りとか，評議の中のことだけで

判断すれば，そこまで困ることはないと思いますし，組織の中で働いている人であ

れば，こういう物の考え方身に付けるのも大事かなと。職員研修じゃないですけど，

そういったものにもなるのかなと。ちょっとまとまらないですけど，是非参加して

いただきたいなと思います。 

【司会者】 

 ありがとうございます。６番さん，お願いいたします。 

【６番】 

 やっぱり選ばれたら一回やってみたらいいと思います。すごい貴重だったので。

外から見た裁判しか知らなかったので，中から見た裁判が体験できたので，とても

よかったです。 

【司会者】 
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 ありがとうございます。７番さん，お願いいたします。 

【７番】 

 将来ある若い方々にも，もし来たら，誘い受けたら，義務の一つであると。もう一

つ，改めて私思ったんですけれども，原告側にも被告側にも立たない，さらに債権者

にも債務者にもなってはいけないなという戒めみたいなのを改めて感じた次第です。

それを若い人たちにもっと，若い時代からこういう経験ができれば，その人は宝く

じに当たったようにもっといい利益が得られるんじゃないかなと，かように思う次

第でございます。 

【司会者】 

 ありがとうございます。８番さん，お願いいたします。 

【８番】 

 選ばれたらやってみた方がいいと思うし，白紙の状態で，みんな，私もそうですけ

ど，経験ないわけですから，白紙の状態で臨めばいいんじゃないかと，それだけで

す。 

【司会者】 

 ありがとうございます。では，御出席の法曹の方からも今日参加した感想をお願

いします。何か経験者の方に質問がありましたらしていただいて構いません。 

【西村検察官】 

 検察官，西村です。密輸事件，そもそも海外が関係する事件だということで難しい

という話題出たんですけれども，今回皆さんが担当いただいた事件，同じ事件を担

当された方があるので，５事件あると思うんですけれども，いずれももう判決書見

るだけでも，この密輸事件の中でも特に判断が難しい，大変微妙な判断が求められ

る難しい事案，困難な事案を審理いただいているというふうに理解しております。

その中で本日，まずその裁判員としての職務に従事するに当たっての真剣な思い，

そしてあと事実と証拠を本当にしっかり判断していただく，分析して判断していた

だこうとした姿勢に大変感銘を受けまして，今後ともこの制度続いていけばいいな
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というふうな思いを新たにしました。 

【栃倉検察官】 

 今日皆さんの貴重な御意見や感想を聞かせていただきまして，本当にありがとう

ございました。改めてこの密輸事件の立証の難しさというのを感じたところです。

密輸組織が関与していたりとかというところで，証拠もそういう組織が関係してい

るので残さないような工夫を恐らくしていると思う中で，我々何とかその痕跡がな

いかということで努力はしているんですが，少ない証拠しか集められない中で，そ

れを組み立てて何とか立証しているわけですけれども，その中で，少ない証拠の中

でも皆さんに分かりやすく，納得が得られるような主張，立証を今後心掛けていき

たいなというふうに改めて思いました。本当に今日はありがとうございました。 

【髙橋裁判官】 

 本日は，貴重な意見をいただきまして，どうもありがとうございました。我々が理

想とする裁判員裁判というのは，検察官と弁護人の方に法廷で分かりやすい審理を

していただいて，それを皆さん方が集中して見て聞いて，集中して考えていただけ

れば，その審理が終わった段階でもう皆さんなりに自分の見解が固まって，それで

評議の冒頭から活発に意見を述べていただけると，そういう裁判を我々としても目

指していきたいと思っていまして，今日伺いました意見を参考にして，またその理

想に向かってどういったことをやっていけばいいのかというのをまた考えていきた

いというふうに思っております。本日は，どうもありがとうございました。 

【清水裁判官】 

 本日は，貴重なお話を聞かせていただき，ありがとうございました。実務上まさに

明日から参考になるような御意見ですとか，今後に向けた温かい叱咤激励の言葉な

どいただきまして，ますます精進しなければいけないなと思った次第です。引き続

きどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。 

【司会者】 

 野村弁護士，どうぞ。 
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【野村弁護士】 

 個人的には，私自身は裁判員裁判にはいい面もあるし，よくない面もあるという

ふうに思っていて，いろいろと複雑な気持ちも持っているんですけれども，ただ今

日参加してみて，皆さんが我々の依頼者，依頼人の人生のことを本当に真剣に考え

て数日間取り組んでいただいているんだなということはすごく伝わってきたと思い

ます。今後，長期的な，こうやって一つ一つの事件で我々がどんなことをしているの

かというのを理解，裁判を理解していただくことが長期的にすごく貴重な意味のあ

ることにつながっていくというふうに思っています。ありがとうございました。 

【中井弁護士】 

 我々法律家は，とかく理屈とか論議とか難しい言葉が好きで，多分裁判員裁判導

入前はそういう言葉で埋め尽くされた刑事裁判というのが行われていたというのが

実際だと思うんです。ただ，実際刑事事件で事実として何があったかというと，必ず

しもそういう判断では恐らくなくて，今日何人か御意見をいただいて，印象でこう

思ったとか，こう感じたというのは多分事実に行き当たる上ではすごく大事なこと

ですし，そこに一般の方の感覚というのを反映してもらうためにこういう制度がで

きていると思いますんで，もちろん理屈とか論理も大事なんですけど，それと印象

とか一般的な感覚，バランスをとってこれから我々も活動していきたいなと思いを

新たにしました。ありがとうございました。 

【司会者】 

 本日は長時間にわたりどうもありがとうございました。 

 


